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   柏市下水道類似施設改修等補助金交付要綱  

 

                制定  令和  ４年  ４月  １日  

                施行  令和  ４年  ４月  １日  

 

 （目的等）  

第１条  この要綱は，下水道類似施設の改築又は修繕等に要する経

費に対し，下水道類似施設改修等補助金（以下，「補助金」とい

う。）を交付することにより，公共下水道が整備されるまでの期

間，下水道類似施設により排出される汚水等の適正な処理を図り，

もって公共用水域及び生活環境の保全に資することを目的とする。  

２  補助金の交付に関しては，法令等に定めるもののほか，この要

綱の定めるところによる。  

 （定義）  

第２条  この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。  

(1) 下水道類似施設  特定の区域から排出される汚水等を集中的

に処理するために設けられた施設であって，次に掲げる要件を

満たすものをいう。  

 ア  ５１人槽以上のものであること。  

 イ  設置されてから１０年以上経過していること。  

 ウ  官舎，社宅等職員，社員等の福利厚生のための住宅及び公

営住宅以外に設置しているものであること。  

 エ  下水道法（昭和３３年法律第７９号）第１０条に規定する

排水設備及びこれに準じるもの以外のものであること。  

 オ  商店，工場等の営業用以外のものであること。ただし，そ

の大部分が住居である店舗併用住宅は，除くものとする。  

 カ  公共下水道の供用開始区域以外の区域に設置されているも

のであること。  

(2) 改築又は修繕等  下水道類似施設の改築若しくは修繕及び当

該改築若しくは修繕のための事前調査をいう。  

（補助対象者）  
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第３条  補助を受けることができる者は，下水道類似施設の管理組

合又は下水道類似施設を管理している町会，会社等（以下「組合

等」という。）とする。  

（補助事業）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 対 象 と な る 事 業 （ 以 下 「 補 助 事 業 」 と い

う。）は，下水道類似施設の改築又は修繕等とする。  

（補助金の額）  

第５条  補助金の額は，前条に掲げる補助事業の施行に要する経費

に２分の１を乗じて得た額（１施設当たり年間４００万円を限度

とする。）とする。  

（交付の申請）  

第６条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請希望者」と

いう。）は，申請書に，次に掲げる書類を添付し，上下水道事業

管理者（以下「管理者」という。）に提出しなければならない。  

(1) 下水道類似施設の案内図  

(2) 下水道類似施設の改築又は修繕等に係る見積書の写し  

(3) その他管理者が必要と認める書類  

（交付の決定）  

第７条  管理者は，前条の申請があったときは，当該申請に係る補

助金の交付が法令等及び予算で定めるところに違反しないかどう

か，補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか等について当

該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等を遅

滞なく開始するものとし，速やかに補助金の交付の可否を決定す

るものとする。  

２  管理者は，前項の申請が申請書の記載事項，添付書類，申請の

時期等の形式上の要件に適合しない場合にあっては，速やかに，

申請をしたもの（以下「申請者」という。）に対して相当の期間

を定めて当該申請の補正を求め，又は当該申請により求められた

交付の決定を拒否するものとする。  

３  管理者は，第１項の決定をする場合において，適正な交付を行

うために必要があるときは，補助金の交付の申請に係る事項につ

き修正を加え，補助金の交付の決定をすることができる。  

（交付の条件）  
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第８条  管理者は，補助金の交付の決定をする場合において，補助

金の交付の目的を達成するために必要があるときは，次に掲げる

事項につき条件を付するものとする。  

 (1) 補助事業等に要する経費の配分の変更 (軽微な変更を除く。 )

をする場合においては，管理者の承認を受けること。  

 (2) 補助事業の内容の変更 (軽微な変更を除く。 )をする場合にお

いては，管理者の承認を受けること。  

 (3) 補助事業を中止し，又は廃止する場合においては，管理者の

承認を受けること。  

 (4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂

行が困難となった場合においては，速やかに 管理者に報告して

その指示を受けること。  

 (5) その他管理者が必要と認める事項  

２  管理者は，補助金の交付の目的を達成するために必要がある場

合には，その交付の条件として，補助事業の完了後においても従

う事項を定めるものとする。  

（決定の通知）  

第９条  管理者は，前項の申請があったときは，補助金の交付の決

定をしたときはその決定の内容及びこれに条件を付した場合には

その条件を，交付の決定を拒否したときはその旨及びその理由を，

速やかに決定通知書により申請者に通知するものとする。  

（標準処理期間）  

第１０条  申請書の提出から補助金の交付の可否の決定までに要す

る標準的な期間は，３０日とする。  

（情報の提供）  

第１１条  管理者は，申請者の求めに応じ，当該申請に係る審査の

進行状況及び当該申請に対する決定の時期の見通しを示すよう努

めるものとする。  

２  管理者は，申請希望者又は申請者の求めに応じ，申請書の記載

及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努

めるものとする。  

（申請の取下げ）  

第１２条  申請者は，第９条の規定による通知を受領した場合にお
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いて，当該通知に係る補助金 の交付の決定の内容又はこれに付さ

れた条件に不服があるときは，通知を受領した日の翌日から起算

して７日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。  

２  前項の規定による申請の取下げがあったときは，当該申請に係

る補助金の交付の決定は，なかったものとみなす。  

（事情変更による決定の取消し等）  

第１３条  管理者は，補助金の交付の決定をした場合において，そ

の後の事情変更により特別の必要が生じたときは，補助金 の交付

の決定の全部若しくは一部を取り消し，又はその決定の内容若し

くはこれに付した条件を変更することができる。ただし，補助事

業のうち既に経過した期間に係る部分については，この限りでな

い。  

２  管理者が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すこと

ができる場合は，次に掲げる場合に限るものとする。  

 (1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更によ

り補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合  

 (2) 補助事業を行うもの (以下「補助事業者」という。 )が補助事

業を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することが

できないこと，補助事業に要する経費のうち補助金によってま

かなわれる部分以外の部分を負担することができないことその

他 の 理 由 に よ り 補 助 事 業 を 遂 行 す る こ と が で き な い 場 合 (補 助

事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。 ) 

３  管理者は，第１項の規定による取消し等をしたときは，速やか

にその旨及びその理由を書面により補助事業者に通知するものと

する。  

（補助事業の遂行）  

第１４条  補助事業者は，法令等並びに補助金の交付の決定の内容

及びこれに付した条件に従い，善良な管理者の注意をもって補助

事業を行わなければならない。  

（状況報告）  

第１５条  補助事業者は，管理者の求めに応じ，補助事業の遂行の

状況に関し，管理者に報告しなければならない。  

（補助事業等の遂行等の指示）  
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第１６条  管理者は，補助事業者が提出する報告等により，そのも

のの補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件

に従って遂行されていないと認めるときは，そのものに対し，こ

れらに従って当該補助事業を遂行するように指示するものとする。

この場合において，管理者は，必要に応じて補助事業者に対して

当該補助事業の一時停止を指示することができる。  

（実績報告）  

第 １ ７ 条  補 助 事 業 者 は ， 補 助 事 業 が 完 了 し た と き (補 助 事 業 の 廃

止 の 承 認 を 受 け た と き を 含 む 。 )は ， 速 や か に 補 助 事 業 の 実 績 報

告書に，次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければなら

ない。補助金の交付の決定に係る本市の会計年度が終了した場合

も，また同様とする。  

(1) 補助事業に係る契約書若しくは請書の写し  

(2) 補助事業に係る請求書の写し  

(3) 補助事業に係る領収書の写し  

(4) 補助事業の実施状況を明らかにする写真その他の資料  

(5) その他管理者が必要と認める書類  

（補助金の額の確定等）  

第１８条  管理者は，補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成

果の報告を受けた場合においては，報告書等の書類の審査及び必

要に応じて行う現地調査等により，その報告に係る補助事業の成

果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条 件に適合する

ものであるかどうかを調査し，適合すると認めるときは，交付す

る補助金の額を確定し，補助事業者に通知するものとする。  

（是正のための措置）  

第１９条  管理者は，補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成

果の報告を受けた場合において，その報告に係る補助事業の成果

が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しない

と認めるときは，当該補助事業につき，これに適合させるための

措置をとるように当該補助事業者に対して指示することができる。  

２  第１７条の規定は，前項の規定による指示に従って行う補助事

業について準用する。  

 （補助金の交付）  
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第２０条  管理者は，第１８条の規定により補助金の額を確定した

後において，補助金を補助事業者に交付するものとする。  

２  補助事業者は，前項の規定により補助金の交付を受けようとす

るときは，速やかに請求書を管理者に提出しなければならない。  

（補助金交付後の報告）  

第２１条  補助事業者は，第 20 条の規定により補助金の交付を受

けた後において，速やかに組合等にて総会等を開催して補助金の

交付を受けた旨を報告し，補助金報告書に，工事費を組合等で支

出したことが分かり柏市上下水道事業から補助金を受けたことが

分かる会計報告書等を添付して管理者に提出しなければならない。  

（決定の取消し及び返還）  

第２２条  管理者は，補助事業者が次の各号のいずれかに該当する

ときは，補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがで

きる。  

 (1) 虚偽その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。  

 (2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。  

 (3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反した

とき。  

 (4) 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 (平 成 ３ 年

法律第７７号 )第２条第６号に規定 する暴力団員 (以下この号に

お い て 「 暴 力 団 員 」 と い う 。 )又 は 同 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力

団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者として千葉県警察

本部長が認める者であることが判明したとき。  

２  前項の規定は，補助事業について交付すべき補助金の額の確定

があった後においても適用があるものとする。  

３  管理者は，第１項の規定により交付の決定を取り消したときは，

速やかにその旨及びその理由を書面により補助事業者に通知する

ものとする。  

４  管理者は，第１項の規定により交付の決定を取り消した場合に

おいて，補助事業の当該取消しに係る部分に関し，既に補助金が

交付されているときは，期限を定めて，その返還を命じるものと

する。  

５  管理者は，補助事業者に交付する補助金の額を確定した場合に
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おいて，既にその額を超える補助金が交付されているときは，期

限を定めてその返還を命じるものとする。  

 （財産処分に対する承認）  

第２３条  第７条の規定により補助の決定を受けた者は，補助金に

より取得した財産を処分するときは，あらかじめ管理者の承認を

受けなければならない。ただし，補助事業が完了した日から起算

して１０年を経過した場合は，この限りでない。  

（補則）  

第２４条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は，管理者が別

に定める。  

 

   附  則  

 この要綱は，令和４年４月１日から施行する。  


